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In brief 

アメリカ・メキシコ・カナダは、北米自由貿易協定（NAFTA）の代わりとなる新協定を 2020 年 7 月 1 日に発

効することで合意しました。新協定が発効した場合、北米に進出している日系企業にとっても影響をもたらす

可能性があります。場合によっては関税コストの増加に伴う影響や、新協定の適用基準を満たすためのサ

プライチェーン変更を検討する必要があります。

In detail 

北米自由貿易協定（以下「NAFTA」）の代替となる「米国・メキシコ・カナダ協定」（以下「USMCA」）が、三カ

国によるそれぞれの正式な通知を受けて 2020 年 7 月 1 日に発効すると決定しました。USMCA の発効を

受けて、NAFTA は即日廃止されます。これにより、自動車メーカーや、その他サプライチェーンが北米にま

たがる日系企業への影響に注目が集まっています。

USMCA の発効日は、カナダおよびメキシコに続き米国において、2020 年 4 月 24 日に両国への国内承認

手続きが完了したことの正式な通知を受け、USMCA の協定文に従い 2020 年 7 月 1 日に決定しました。 

USMCA においては、その他の自由貿易協定と同様に特恵税率を適用するために原産地規則を充足する

必要がありますが、特に自動車・自動車部品関連をはじめとする一部の製品の原産地規則が NAFTA より

厳しくなっています。

例えば、USMCA の自動車関連の原産地規則では、域内原産割合「RVC」が高くなるほか、労働基準割合

「LVC」（製品の価格のうち、米国においては時給 16 米ドル以上の労働者により一定程度付加される必要

がある価値の割合）等の基準が新たに導入されます。なお、米国税関は原産地規則の詳細のガイダンスと

して「導入に係る暫定措置（Interim Implementation Instructions）」が発行されていますが、実際三国間で

USMCA の適用方法の詳細を決定・合意する「統一規則（uniform regulations）」については引き続き交渉

中であり、合意前に発効日である 2020 年 7 月 1 日を迎えてしまうことも想定されます。 

自動車関連製品や、その他 USMCA で適用される原産地規則がより厳しくなる製品に対して、USMCA が

発効すれば、現在 NAFTA を適用して無税で輸入している製品であっても、USMCA が適用できず関税が

課される可能性があります。また、USMCA 原産品として申告しているにもかかわらず原産性を証明できな

い場合は、税関から指摘を受けた際に罰則を受ける可能性があります。そのため、USMCA の発効に先立

ってサプライチェーンを分析し、少なくとも Interim Implementation Instructions を今後の参考の一つとしな

がら、USMCA 発効後でもできる限り現在の NAFTA と同水準の関税率で輸入できるように準備しておくこと

が重要です。

【今できる対策とは】

今検討すべき具体的な対策としては以下が挙げられます。

• Interim Implementation Instructions を参考にしながら、原産地規則がどのように変わり、現行

NAFTA を適用しているどの製品に影響があるかを把握
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• 原産地規則の変更により USMCA が適用できない製品に関して、現在の NAFTA と同水準の関税率

が認められなくなった場合の、サプライチェーンの全体への影響を理解 
• USMCA が適用できるものについては、USMCA の原産品であることの妥当性が証明できる原産判定

プロセスの構築・見直し 
• Uniform Regulations の交渉の経過を引き続き注視し、当初の USMCA の原産性の検証に影響がな

いかを随時確認 
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